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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第94期

第３四半期
連結累計期間

第95期
第３四半期
連結累計期間

第94期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 （百万円） 307,742 289,657 422,722

経常利益 （百万円） 21,206 22,540 27,197

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（百万円） 20,315 16,358 42,091

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 30,842 28,167 52,073

純資産額 （百万円） 205,670 249,163 226,895

総資産額 （百万円） 520,224 541,871 536,582

１株当たり四半期（当期）純
利益金額

（円） 66.15 53.13 137.07

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 39.0 45.4 41.7

回次
第94期

第３四半期
連結会計期間

第95期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 28.85 19.76

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記

載しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

４ 当社は、第94期より役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託を導入しております。１株当たり四半期

純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数は、その計算において控除する自己株式に、当

該信託が所有する当社株式を含めております。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

（投資開発事業）

　当第３四半期連結会計期間より、㈱日新ライフの全株式を取得したため、同社を連結範囲に含めておりま

す。

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、第４「経理の状

況」１「四半期連結財務諸表」（セグメント情報等）Ⅱ当第３四半期連結累計期間の「３．報告セグメントの

変更等に関する事項」に記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本書提

出日現在までの間において追加すべき事項が生じております。

　以下の内容は当該有価証券報告書の「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該追加箇所につきまし

ては 罫で示しております。

なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1)建設投資、物価等の動向

経済情勢の悪化や不測の事態の発生により、建設投資が著しく減少した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性

があります。また、主要建設資材の仕入価格が高騰し、それを請負金額に反映させることが困難な場合には、業績

等に影響を及ぼす可能性があります。

(2)工事施工等リスク

当社グループが設計、施工した物件に不具合が生じ、重大な瑕疵があった場合には、業績等に影響を及ぼす可能

性があります。また、施工中に予期せぬ重大事故が発生した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(3)取引先信用リスク

建設業におきましては、一般的に施工物件の引渡時に未回収の工事代金が残るケースがあります。このため、発

注者が信用不安に陥った場合、工事代金の回収ができず、業績等に影響を及ぼす可能性があります。また、仕入先、

外注先が信用不安に陥った場合にも、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(4)法務・コンプライアンスリスク

当社グループの事業は、建設業法、建築基準法、都市計画法、会社法、金融商品取引法、独占禁止法等により法

的な規制を受けております。これらの法的規制に違反するような事態が生じた場合、また、法律の改廃、法的規則

の新設、適用基準の変更等があった場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(5)災害リスク

地震等の天災、人災により、当社グループの事業継続に深刻な支障をきたした場合には、業績等に影響を及ぼす

可能性があります。

(6)カントリーリスク

当社グループは海外諸国で事業を展開しており、政治・経済情勢の急激な変化、為替レートの大きな変動、法的

規制の予期せぬ変更等が発生した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(7)保有資産の価格・収益性の変動リスク

保有資産の時価が著しく下落した場合又は収益性が著しく低下した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における国内景気は、企業の業況判断が改善し、雇用、所得環境も改善するなど、緩

やかな回復が続いております。建設業界におきましては、官公庁工事が減少に転じたものの、製造業が牽引し民間

工事が増加するなど、全体として前期並みの水準で推移しました。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は以下のとおりとなりました。
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連結売上高は、主に当社における完成工事高が減少したことにより、前年同四半期比5.9％減の2,896億円となり

ました。

営業損益につきましては、上記の通り連結売上高が減少したものの、採算重視の受注方針の徹底及び生産性の向

上に向けた取り組みの実施等により、売上総利益は409億円と前年同四半期比5.4％増加となりました。一方、販売

費及び一般管理費につきましては、206億円と前年同四半期比6.1%増加したものの、営業利益は203億円と前年同四

半期比4.8％増加となりました。

経常損益につきましては、受取利息及び保有する投資有価証券の受取配当金等により、225億円の経常利益（前年

同四半期比6.3％増）となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、法人税等の負担の増加等により、163億円（前年同四半期比

19.5％減）となりました。

　

セグメント別における業績は以下のとおりであります。

当社グループは第１四半期連結会計期間より報告セグメントの変更を行っており、前年同四半期との比較・分析

は、変更後のセグメント区分に基づいております。詳細は、第４「経理の状況」１「四半期連結財務諸表」（セグ

メント情報等）Ⅱ当第３四半期連結累計期間の「３．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

なお、セグメントの業績につきましては、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載しております。

　

(国内建築事業)

売上高は1,952億円（前年同四半期比10.5％減）となり、セグメント利益（営業利益）は125億円（前年同四半

期比26.0％減）となりました。

当社個別の受注高につきましては、主に民間工事が前年同四半期比5.2％減少したことにより、全体では2,204

億円と、前年同四半期比6.9％減となりました。

(国内土木事業)

売上高は714億円（前年同四半期比4.1％増）となり、セグメント利益（営業利益）は73億円（前年同四半期比

321.3％増）となりました。

当社個別の受注高につきましては、官公庁工事が前年同四半期比10.0％減少しましたが、民間工事が大型案件

の受注に伴い前年同四半期比131.4％増加したことにより、全体では723億円と、前年同四半期比6.5％増となりま

した。

(投資開発事業)

売上高は49億円（前年同四半期比4.0％増）となり、セグメント利益（営業利益）は13億円（前年同四半期比

5.3％増）となりました。

(国内グループ会社)

売上高は197億円（前年同四半期比8.9％減）となり、セグメント損失（営業損失）は35百万円（前年同四半期

は５億円のセグメント利益）となりました。

(その他)

売上高は94億円（前年同四半期比39.0％増）となり、セグメント損失（営業損失）は６億円（前年同四半期は

８億円のセグメント損失）となりました。
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(2) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

(3) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債、純資産の状況

（資産の部）

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、有価証券が146億円減少しましたが、投資有価証券が168億円増加

したことなどにより、前連結会計年度末と比較して52億円増加の5,418億円（1.0％増）となりました。

（負債の部）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、社債が100億円、繰延税金負債が59億円増加しましたが、支払手

形・工事未払金等が275億円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して169億円減少の2,927億円

（5.5％減）となりました。

（純資産の部）

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、保有株式の時価の上昇によりその他有価証券評価差額金が113億

円増加したこと及び親会社株主に帰属する四半期純利益の計上163億円などにより、前連結会計年度末と比較して

222億円増加の2,491億円（9.8％増）となり、自己資本比率は45.4％となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、以

下の通りであります。

①基本方針の内容

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定

の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提

案に応じるかどうかは株主の決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえば利害関係者との良好な関係を保ち続けることができない可

能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループ

の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定を行うために必要な情報が十分に

提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主から負託された者の責務として、株主のために、必要な時間

や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

② 基本方針の実現に資する取組み

ア 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取

組み

当社では、１９６７年に経営方針を制定し、これに基づいた企業活動を行うことでお客様をはじめとするス

テークホルダーとの信頼関係の構築に努めてまいりました。

一方で、社会情勢や社会的要請、当社グループの事業構成等につきましては、約５０年前の制定当時と大き

く状況が変化しています。こうした背景から、当社の歴史の中で培われてきた価値観や精神を再確認するとと

もに、未来に向けた指針を改めて明文化していくことが必要となり、２０１７年１月、持続的成長の実現及び

企業理念に基づく経営体制の強化を目的に経営方針を含む「企業理念」全体を見直し、改定を行っておりま

す。
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その改定においては、従来の経営方針の内容をベースにＣＳＲ（企業の社会的責任）やＣＳＶ（共通価値の

創造）等の観点を踏まえ、その適用範囲につきましては当社単体から当社グループ全体へと拡大したものとな

っております。併せて行動理念である「企業行動憲章」の改定とともに、２０１５年制定の「グローバルビジ

ョン」を含めた理念体系の整備を行いました。

経営環境の変化が予想される中、当社グループ全体で目的意識を共有し諸課題に取り組んでいくことを持続

的成長の実現に向けた強い原動力としていきます。今後ともこの企業理念に基づく活動を推進し、当社グルー

プの存在価値を高め、社会の発展に貢献してまいります。

イ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

当社は、平成29年６月29日開催の当社第94回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する

対応策（以下、「本対応策」という。）を継続することに関して決議を行いました。

　本対応策の概要は次のとおりです。

(ア) 本対応策に係る手続き

a 対象となる大規模買付等

　本対応策は以下の(a)又は(b)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（以下「大規模買

付等」という。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下

「買付者等」という。）は、予め本対応策に定められる手続きに従わなければならないものとします。

(a) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

(b) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者

の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

b「意向表明書」の当社への事前提出

　買付者等は、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際

して本対応策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」という。）

を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

c 情報の提供

　意向表明書を提出した場合には、買付者等は当社に対して、大規模買付等に対する株主の判断並びに当

社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報を日本語で提供していただきます。

d 取締役会評価期間の設定等

　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付等の評価の難易

度等に応じて、以下の(a)又は(b)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交

渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」という。）として設定します。

(a) 対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60

日間

(b) その他の大規模買付等の場合には90日間

　ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると取締役

会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当

該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主へ開示する。また、延長の期間は最大

30日間とします。

e 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記dの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代

替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとする。その

際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確

保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者の助言を

得ることができるものとします。

(a) 買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合

独立委員会は、買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取締

役会に対し対抗措置の発動を勧告します。

(b) 買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合

　買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役会

に対して対抗措置の不発動を勧告します。ただし手続きが遵守されている場合でも、当該買付等が当社

の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると判断される場合には、例外的措置として対抗

措置の発動を勧告する場合があります。
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f 取締役会の決議

当社取締役会は、eに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うも

のとします。

g 対抗措置の中止又は発動の停止

当社取締役会が上記fの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等が大

規模買付等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となりました事実関係等に変動が

生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持する

ことが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止

を行うものとします。

h 大規模買付等の開始

買付者等は、本対応策に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不

発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

(イ) 本対応策における対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が上記(ア)fに記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行

うこととします。

(ウ) 本対応策の有効期間、廃止及び変更

　本対応策の有効期間は、平成29年6月29日開催の第94回定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がな

された場合には、本対応策は当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の

取締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃止されるものとする。

なお、当社取締役会は、法令等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、独立委員会の承認

を得た上で、本対応策を修正し、又は変更する場合があります。

③ 上記②の取組みが、上記①の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものでなく、当社の役員の地位の維持を

目的とするものではないこと及びその理由

当社取締役会は、「中期経営計画」及びそれに基づく施策は当社及び当社グループの企業価値、ひいては株主

共同の利益の向上に資する具体的方策として策定されたものであり、①の基本方針に沿うものと判断しておりま

す。また、次の理由から上記②イの取組みについても上記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうもの

でなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

ア 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本対応策は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前

開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年

６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。

イ 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本対応策は、当社株式等に対する大規模買付等に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会

が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とす

るものであります。

ウ 株主意思を重視するものであること

当社は、本対応策の継続に関する株主の意思を確認するため、平成29年6月29日に開催された第94回定時株主

総会において本対応策の継続に関する議案を付議し、その承認可決を受けています。また、本対応策の有効期

間は平成32年6月開催予定の当社第97回定時株主総会終結時までであり、また、その有効期間の満了前に開催さ

れる当社株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策も当該決議に従い変

更又は廃止されることとなります。
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エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本対応策の運用に関する決議

及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。

　独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の

有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任される委

員3名以上により構成されます。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主に情報開示を行うこととし、本対応策の透

明な運営が行われる仕組みを確保しております。

オ 合理的な客観的発動要件の設定

本対応策は、上記②イ(ア)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されない

ように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

カ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記②イ(ウ)に記載のとおり、本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ

り、いつでも廃止することができるものとされております。

また、当社は期差任期制を採用しておりません。

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は950百万円であります。なお、当第３四

半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 759,000,000

計 759,000,000

② 【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成30年２月14日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 322,656,796 322,656,796 東京証券取引所（市場第一部）
単元株式数
1,000株

計 322,656,796 322,656,796 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成29年12月31日 ― 322,656,796 ― 23,001 ― 25,573

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況につきましては、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができないことから、直前の基準日である平成29年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 12,656,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 308,347,000 308,347 －

単元未満株式 普通株式 1,653,796 － －

発行済株式総数 322,656,796 － －

総株主の議決権 － 308,347 －

（注） １「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式895株および証券保管振替機構名義の株式200株が含

まれております。

２「完全議決権株式（その他）」には、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託が所有する株式

346,966株（議決権346個）及び株式付与ＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）信託が所有する株

式104,000株（議決権104個）、戸田みらい基金が所有する株式2,500,000株（議決権2,500個）が含まれてお

ります。

② 【自己株式等】

平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）

戸田建設株式会社
東京都中央区京橋
１－７－１

12,656,000 － 12,656,000 3.92

計 － 12,656,000 － 12,656,000 3.92

（注） 役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式346,966株（議決権346個）及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する株式

104,000株（議決権104個）、戸田みらい基金が所有する株式2,500,000株（議決権2,500個）は、上記保有株式

には含まれておりません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成

29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、青南監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 66,386 64,380

受取手形・完成工事未収入金等 133,206 ※3 120,530

有価証券 24,749 10,069

販売用不動産 7,974 7,459

未成工事支出金 19,881 26,999

その他のたな卸資産 867 1,532

繰延税金資産 4,178 4,159

その他 11,494 16,211

貸倒引当金 △1,200 △958

流動資産合計 267,538 250,385

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 14,135 15,431

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 585 694

土地 70,001 71,166

リース資産（純額） 102 92

建設仮勘定 4,300 6,657

有形固定資産合計 89,125 94,041

無形固定資産

のれん － 675

その他 6,878 7,328

無形固定資産合計 6,878 8,004

投資その他の資産

投資有価証券 168,738 185,549

長期貸付金 555 493

退職給付に係る資産 824 344

繰延税金資産 154 248

その他 2,900 3,098

貸倒引当金 △131 △294

投資その他の資産合計 173,041 189,439

固定資産合計 269,044 291,485

資産合計 536,582 541,871
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 100,366 ※3 72,864

短期借入金 29,855 30,066

未払法人税等 3,523 6,333

未成工事受入金 28,580 29,386

賞与引当金 6,754 2,538

完成工事補償引当金 4,089 4,066

工事損失引当金 3,289 4,180

預り金 17,933 24,749

その他 27,661 15,394

流動負債合計 222,054 189,580

固定負債

社債 10,000 20,000

長期借入金 30,421 29,823

繰延税金負債 13,302 19,292

再評価に係る繰延税金負債 7,272 7,272

役員退職慰労引当金 144 177

役員株式給付引当金 60 58

関係会社整理損失引当金 188 110

退職給付に係る負債 22,084 22,184

資産除去債務 1,095 1,089

その他 3,061 3,117

固定負債合計 87,633 103,126

負債合計 309,687 292,707

純資産の部

株主資本

資本金 23,001 23,001

資本剰余金 25,682 25,681

利益剰余金 116,816 127,240

自己株式 △8,233 △8,183

株主資本合計 157,267 167,740

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 63,513 74,844

繰延ヘッジ損益 1 66

土地再評価差額金 5,676 5,676

為替換算調整勘定 △542 △646

退職給付に係る調整累計額 △1,957 △1,462

その他の包括利益累計額合計 66,691 78,477

非支配株主持分 2,937 2,945

純資産合計 226,895 249,163

負債純資産合計 536,582 541,871
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高

完成工事高 297,805 279,113

不動産事業等売上高 9,936 10,543

売上高合計 307,742 289,657

売上原価

完成工事原価 261,204 241,449

不動産事業等売上原価 7,683 7,246

売上原価合計 268,887 248,695

売上総利益

完成工事総利益 36,600 37,664

不動産事業等総利益 2,253 3,297

売上総利益合計 38,854 40,961

販売費及び一般管理費 19,472 20,650

営業利益 19,382 20,310

営業外収益

受取利息 251 236

受取配当金 2,284 2,534

その他 182 250

営業外収益合計 2,718 3,022

営業外費用

支払利息 653 616

支払手数料 185 144

その他 56 30

営業外費用合計 895 791

経常利益 21,206 22,540

特別利益

固定資産売却益 3 24

投資有価証券売却益 2,279 1,761

その他 5 233

特別利益合計 2,288 2,019

特別損失

固定資産廃棄損 189 383

その他 63 19

特別損失合計 252 402

税金等調整前四半期純利益 23,242 24,157

法人税等 2,880 7,818

四半期純利益 20,362 16,338

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

47 △20

親会社株主に帰属する四半期純利益 20,315 16,358
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 20,362 16,338

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,603 11,331

繰延ヘッジ損益 68 64

為替換算調整勘定 △977 △63

退職給付に係る調整額 785 495

その他の包括利益合計 10,480 11,828

四半期包括利益 30,842 28,167

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 30,921 28,144

非支配株主に係る四半期包括利益 △79 22
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

連結の範囲の重要な変更
当第３四半期連結会計期間において株式取得により㈱日新ライフを子会社化したこ

とに伴い、同社を連結範囲に含めております。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

税金費用の計算
税金費用の算定につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しております。

（追加情報）

（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）

１ 取引の概要

　当社は、平成28年８月９日開催の取締役会において、当社取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を

除く。以下あわせて「取締役等」という。）を対象に、中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意

識を高めることを目的として、業績連動型株式付与制度である「役員報酬ＢＩＰ信託」（以下「ＢＩＰ信託」とい

う。）及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」といい、ＢＩＰ信託とあわせて「本制度」とい

う。）の導入を決議しております。

　本制度は取締役等に対するインセンティブプランであり、本制度により取得した当社株式を各事業年度の業績目

標の達成度等に応じて当社取締役等に交付するものであります。

２ 信託に残存する当社株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末におけるＢＩＰ信託が170

百万円及び351,000株、ＥＳＯＰ信託が50百万円及び104,000株であり、当第３四半期連結会計期間末におけるＢ

ＩＰ信託が168百万円及び346,966株、ＥＳＯＰ信託が50百万円及び104,000株であります。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１ 偶発債務

保証債務

　下記の会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

さくらの里メガパワー(同) 250百万円 239百万円

　

２ 貸出コミットメント契約

当社においては、運転資金調達の機動性の確保および調達手段の多様化に対応するため、貸出コミットメント契約を

締結しております。

当四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は下記のとおりであります。

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

契約極度額 10,000百万円 30,000百万円

借入実行残高 －百万円 －百万円

差引額 10,000百万円 30,000百万円

　
※３ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理につきましては、手形交換日又は決済日をもって決済処理してお

ります。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等

が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

受取手形 －百万円 28百万円

電子記録債権 －百万円 21百万円

支払手形 －百万円 62百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日)
　至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年12月31日)

減価償却費 1,295百万円 1,340百万円

のれん償却額 －百万円 17百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ前第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 3,070 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　 該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動に関する事項

　

　 該当事項はありません。

Ⅱ当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日
定時株主総会

普通株式 4,612 15.00 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金

(注) 平成29年６月29日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯ

Ｐ信託が所有する当社株式に対する配当金６百万円が含まれております。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　 該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動に関する事項

　

　 該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ前第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

国内建築 国内土木 投資開発
国内

グループ
会社

計

売上高

外部顧客への売上高 216,892 68,548 3,987 11,529 300,957 6,784 307,742 － 307,742

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,304 55 749 10,133 12,244 － 12,244 △12,244 －

計 218,197 68,603 4,736 21,663 313,201 6,784 319,986 △12,244 307,742

セグメント利益又は損
失（△）

16,901 1,739 1,240 564 20,446 △875 19,570 △188 19,382

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新領域事業（浮体式洋上風力発電事
業・新エネルギー・農業６次産業化・新規事業）、海外事業を含んでおります。

　 ２ 「セグメント利益又は損失」の調整額△188百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ 「セグメント利益又は損失」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
　

該当事項はありません。

　
Ⅱ当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

国内建築 国内土木 投資開発
国内

グループ
会社

計

売上高

外部顧客への売上高 194,135 71,389 4,184 10,518 280,228 9,428 289,657 － 289,657

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,068 49 742 9,226 11,086 － 11,086 △11,086 －

計 195,204 71,439 4,926 19,745 291,315 9,428 300,743 △11,086 289,657

セグメント利益又は損
失（△）

12,515 7,330 1,306 △35 21,116 △697 20,418 △108 20,310

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新領域事業（浮体式洋上風力発電事
業・新エネルギー・農業６次産業化・新規事業）、海外事業を含んでおります。

２ 「セグメント利益又は損失」の調整額△108百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ 「セグメント利益又は損失」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

投資開発セグメントにおいて、第３四半期連結会計期間に、㈱日新ライフの株式を取得し、連結子会社といたし

ました。なお、当該事象によるのれんの増加額は当第３四半期連結累計期間において693百万円であります。

　
３．報告セグメントの変更等に関する事項

（セグメント区分の変更）

　第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「建築事業」「土木事業」「不動産事業」「その他の事

業」の４区分から、「国内建築」「国内土木」「投資開発」「国内グループ会社」の４区分に変更しております。

この変更は「中期経営計画2019」における事業の業績目標の区分や取締役会の月例報告資料における事業報告の区

分に報告セグメントの区分を合わせるために行ったものであります。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報につきましては、変更後の区分方法により作成したものを記載

しております。
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（セグメント利益又は損失の測定方法の変更）

　第１四半期連結会計期間より、上記区分の変更に伴いセグメントの業績をより適切に評価するために管理費用の一

部について配賦方法を変更しております。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報につきましては、変更後の利益又は損失の測定方法により作成

したものを記載しております。

（企業結合等関係）

取得による企業結合

１ 企業結合の概要

　(１) 被取得企業の名称及びその事業の内容

　被取得企業の名称 株式会社日新ライフ

　事業の内容 不動産の売買、賃貸、管理業

　(２) 企業結合を行った主な理由

　株式会社日新ライフが所有する優良不動産を取得し、当社の投資開発事業の収益性の強化を図ることを

目的としております。

(３) 企業結合日

　平成29年10月２日

(４) 企業結合の法的形式

　株式取得

(５) 結合後企業の名称

　株式会社日新ライフ

(６) 取得した議決権比率

　100％

(７) 取得企業を決定するに至った主な根拠

　現金を対価とした株式取得により、当社が議決権の100％を獲得したためであります。

２ 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成29年10月２日から平成29年12月31日まで

３ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 5,538百万円

取得原価 5,538百万円

４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　(１) 発生したのれんの金額

　 693百万円

　(２) 発生原因

　取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれん

として計上しております。

　(３) 償却方法及び償却期間

　 10年間にわたる均等償却
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 66円15銭 53円13銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万
円)

20,315 16,358

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
利益金額(百万円)

20,315 16,358

普通株式の期中平均株式数(千株) 307,087 307,910

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

　 ん。

２ 当社は前連結会計年度より役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託を導入し、当該信託が所有する当

社株式を、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め

ております。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成30年２月８日

戸田建設株式会社

取締役会 御中

青南監査法人

代表社員
業務執行社員

公認会計士 小 平 修 印

業務執行社員 公認会計士 鈴 木 大 輔 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている戸田建設株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成29年10月１日から平成

29年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、戸田建設株式会社及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年２月14日

【会社名】 戸田建設株式会社

【英訳名】 TODA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 井 雅 則

【最高財務責任者の役職氏名】 　 ―

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目７番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

戸田建設株式会社 千葉支店

（千葉市中央区新千葉一丁目４番３号）

戸田建設株式会社 関東支店

（さいたま市浦和区高砂二丁目６番５号）

戸田建設株式会社 横浜支店

（横浜市中区本町四丁目43番地）

戸田建設株式会社 大阪支店

（大阪市西区西本町一丁目13番47号）

戸田建設株式会社 名古屋支店

（名古屋市東区泉一丁目22番22号）
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 今井雅則は、当社の第95期第３四半期（自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31日）の

四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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